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1. 理事会報告

◯第180回理事会

日　時：2024年9月28日（土）14:00～16:16

場　所（開催方法）：Zoomを使用したオンライン会議
出席者：淺香、安保、磯田、浦部（理事長）、奥田、川上（書記）、菊池、久野、坂口、柴田、

清水、杉山、禪野、鳥塚、笛田、和田
欠席者：井上、岡田、子安、柳原

〈審議事項〉
1. 入退会

磯田理事より3人の入会と1人の退会についての提案があり、承認された。
2. 2025年度研究大会

浦部理事長が岡田理事の準備した資料を代読し、以下の内容が承認された。
2024年6月14–15日に名古屋大学国際開発研究科にて開催予定。対面のみでの開催。

ただし、総会に関してはハイブリッドとすることを検討中。託児に関しても準備中。実
行委員会は発足済み。報告募集などは2024年度大会と同様の手順で進める。個別報告
は会員に限定し、パネル報告は非会員も一部認める予定。基調講演は Ilán Bizberg教授
（Colegio de México）に依頼し内諾済み。

3. 年報編集
奥田理事より国際文献社への業務委託に関して以下の提案があり、承認された。
投稿者からの原稿受取、査読者への査読書類一式の送付及び査読結果の受取、査読結
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果の投稿者への通知、投稿者からの採用稿の受取、採用稿の校正および完成稿の作成
（公開用PDF作成を含む）、そして現在は他社に依頼している J-STAGEへの掲載を国際
文献社に委託する。
投稿論文20本、採用6本の場合の見積もり額（年額）は1,014,519円である（ただし初

年度のみかかる「システム稼働準備費用」200,000円を含む）。本稼働まで4ヶ月ほどか
かるので、2025年3月締め切り分から新システムに移行する予定。できれば11月の会報
でアナウンスする（注：正確な移行時期が未定のため、アナウンスは後日行います）。

4. 東日本研究部会
浦部理事長が柳原理事の以下の提案内容を代読し、承認された。
2024年12月8日（日）13:00～17:00にオンライン開催。報告申込締め切りは11月10日

（日）。
5. 中部日本研究部会

淺香理事より以下の提案があり、承認された。
2024年11月30日（土）13:30～17:00にオンライン開催（注：理事会後、募集受付終了後

に、11月30日10:00～12:00及び13:30～15:30に開催するよう時間変更）。報告申込締め切り
は10月30日（水）。当日は会員の報告の他、ペルー・パシフィコ大学のオマル・マンキー・
ボニージャ（Omar Manky Bonilla）准教授に招待講演を依頼。テーマは「Construyendo el 

capitalismo académico latinoamericano: Negociando la reforma universitaria en Perú （2014–2023）」
の予定。

6. 西日本研究部会
禪野理事より以下の提案があり、承認された。
2024年12月15日（日）13:00～17:00にハイブリッド（対面とZoom）開催。対面会場

は関西学院大学大阪梅田キャンパス1404教室。報告申込締め切りは11月15日。
7. ウェブサイト・ニュース配信

和田理事より、ウェブサイト運営のため、Adobe Dreamweaverサブスクリプション年
間プラン（34,680円）を購入したとの報告があり、承認された。

8. 学術会議・国際交流
（1）早期キャリア支援制度について

坂口理事より、学会ウェブサイト上の早期キャリア支援制度に関する説明を明確にす
るための詳細な修正案が出された。助成対象者数を4か月に1名ずつではなく年間3名
とするなどの修正案は承認され、今後の運営に関しても、早期キャリア研究者を支援す
るという制度の趣旨を活かすかぎりにおいて坂口理事に一任する。

（2）研究奨励費申請について
坂口理事より、加藤勲会員から研究奨励費の申請があったとの報告があり、申請は承
認された。

〈報告事項〉
1. 理事長
（1）学会資産の管理

学会名義のゆうちょ銀行の普通預金口座に関し、学会の住所と代表者の名義を変更した。
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資産の累積に対して、会費を削減するとか記念出版をするなど、解決策を検討しなけ
ればならない。

（2）会則変更の必要性
口座の管理のために必要なので、会則を変更し、設立年月日、事務支局の設置、事務
支局の所在地（国際文献社）について追記する必要がある。これについては次回の理事
会での原案の承認を経て、来年度の総会に諮る。

（3）早期キャリア研究者支援の体制整備
春の地域部会を院生・早期キャリア研究者の修論・博論の発表会とし、特別な位置付
けを持たせること、非会員の発表を奨励してこれを学会参加の入口とすることなどを進
めたい。

（4）ラテン・アメリカ政経学会（JSLA）全国大会・特別企画への本学会員招待
2024年11月10日（日）におこなわれるラテン・アメリカ政経学会全国大会の以下の
セッションとシンポジウムに本学会員がオンラインで招待される。
・特別企画セッション（13:00–14:30）
「どうやってラテンアメリカに興味を持ってもらうか：21世紀のラテンアメリカ社
会に関する教科書作成研究会をベースに」
・特別シンポジウム（14:40–16:30）
「次代のラテン・アメリカ研究のために還暦を迎えた本学会に期待されること」

（5）LASAをはじめとする海外関連機関との国際交流
LASA Asia-Pacific （LASA Asia-Oceania）の開催案があり、その候補地の一つとして東
京が検討されているようである。

2. 事務局
磯田理事より、以下の2点について報告があった。

（1）2024年度の会費納入体制
来週、会費オンライン決済のテストをする予定。理事会のメンバーで先にテストをする。

（2）その他
元会員より、過去に年報に掲載された論文を自著に掲載することに関する届け出があ
り、了承した。

3. 会計
柴田理事より、前年度会計担当者からの引き継ぎを済ませたとの報告があった。

4. 会報編集
（1）会報144号の発行

前理事会会報担当の磯田理事より、会報144号を発行したとの報告があった。大会報
告のところで非会員によるポスター発表については諸事情により掲載できなかったの
で、次回大会においてもポスター発表に非会員を招待する場合、学会から3,000円の助
成金を出すため、募集の段階からHPで所属・氏名・タイトル・概要が掲載されること
について同意を得る必要があるとの意見が述べられた。

（2）会報145号の発行
安保理事より、会報145号を11月30日付で発行予定であり、原稿締め切りは10月12

日であるとの報告があった。
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5. 年報編集
奥田理事より、完全電子化された年報44号は9月に掲載された論文1本を持って掲載

作業が終了し、結果として記念講演原稿1本、研究ノート2本、論文1本が掲載された
こと、そして第45号は6月、9月、12月、来年3月の締め切りを設けて原稿を募集して
いて、6月締め切り分は1本の投稿論文が査読の結果、掲載不可となったことが報告さ
れた。

6. ウェブサイト・ニュース配信
和田理事より、ウェブサイトとニュース配信の運営に関して9月に引き継ぎをおこな
い、当面は石田前理事と和田理事とアルバイトの学生の3名で運営をおこない、その
後、和田理事と学生の2人で運営することになるとの報告があった。
また、ウェブサイトの「バックナンバー」欄で2022年までの論文がPDFで閲読でき
るが、ここでアクセスされた分は J-STAGEのアクセス統計に含まれないので、全て
J-STAGEに統一した方がよいのではないかという案が懇談事項として出された。

7. その他
次回理事会は1月13日（月・祝）に開催する。

2. 第46回定期大会の開催と発表者募集のお知らせ

第46回定期大会は、2025年6月14日（土）および15日（日）の2日間、名古屋大学国際
開発研究科にて、同研究科との共催として開催します。基調講演、シンポジウムについては
現在調整中です。奮ってのご参加をお待ち申し上げます。
報告をご希望の方は、2025年1月11日（土）までに、第46回定期大会ポータルサイト

（https://ajel2025.blogspot.com）の「報告を希望される方へ」ページをご確認の上、必要事項
を記入してお申し込みください。

1. 個別研究報告の申し込み
個別研究報告を希望される方は、メールアドレス、報告者の氏名、所属機関名、報告
タイトル（日本語の場合は欧文も）、希望する討論者などの必要事項を記入してお申し
込みください。報告要旨は300～400字（欧文150～200 words）としてください。個別
研究報告には討論者がつきますので、希望する討論者の氏名（複数可）の入力にご協力
ください。討論者への依頼と最終選定は大会実行委員会が行いますが、ご希望に沿わな
い可能性があることを予めご了承ください。

2. パネルの申し込み
パネル報告を希望される場合、メールアドレス、パネル代表者の氏名と所属機関名、
パネルのタイトルとその概要、および各報告者・討論者の氏名と所属機関、報告タイト
ル（日本語の場合は欧文も）などの必要事項を記入してお申し込みください。パネル概
要は300～400字（欧文150～200 words）を目安としてください。司会、報告者および
討論者の人数や時間配分はパネル代表者の責任のもとで決定してください。パネルの持
ち時間は120分です。司会者、報告者、討論者は原則として日本ラテンアメリカ学会会
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員とします。ただし、パネルの趣旨に沿い、構成上不可欠と判断される場合には非会員
の参加も認められます。その場合には、非会員を加える理由をつけてお申し込みくださ
い。非会員は、1名につき、大会参加費として1,000円をお支払いいただきます（共催
校である名古屋大学国際開発研究科の教員・学生を除く）。

3. 託児所の利用について
本大会では、大会参加者専用の託児室を開設、あるいは託児サービスの利用補助を行
う予定です。詳細が決まりましたら、定期大会ポータルサイトや学会ニュースのメール
配信でお知らせいたします。利用には事前申し込みが必要となる予定です。

4. 大会までのスケジュール（予定）
・2025年1月11日（土）：報告申し込みの締切
・2月中旬：報告申し込みの採否通知
・3月22日（土）：報告要旨締切日
・5月24日（土）：報告ペーパーの提出締切日

個別報告とパネルのいずれにおいても、報告者は事前に報告ペーパーを提出していただき
ます。ご提出いただいたペーパーは、第46回定期大会開催日をはさむ前後2週間程度、パス
ワードを設定した上でポータルサイトからアクセス可能な状態にする予定です。
多数のご応募、ならびに大会へのご参加をお待ちしております。大会の詳細につきまして
は、随時定期大会ポータルサイトや学会メール配信でお知らせいたします。

【実行委員会連絡先】
第46回定期大会実行委員長　　岡田　勇（名古屋大学）
メールアドレス：ajeltaikai2025@gmail.com

ポータルサイト：https://ajel2025.blogspot.com

3. 地域研究部会開催案内
〈東日本研究部会〉

日本ラテンアメリカ学会東日本研究部会では、以下の要領で2024年度第1回の研究部会を
開催いたします。研究報告を募りますので、ご応募をお待ちしております。
【日　　時】2024年12月8日（日）13:30～17:00

【開催形態】Zoomによるオンライン開催
【募集内容】研究成果報告のほか、研究途中報告、現地報告、研究動向報告など、個別やパ

ネルでの発表が可能です（ただし、未発表であること。定期大会や他地域の研究部会
での既発表不可）。

 　1つの報告につき、発表時間は30分、討論者（コメンテーター）が付く場合は10

分、質疑応答の時間は10分です。パネルについては別途考慮しますので、ご相談く
ださい。
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【資　　格】日本ラテンアメリカ学会会員であること。または報告日までに入会申請書を提
出していること。東日本部会が主催しますが、報告者、参加者の居住地は問いませ
ん。

【報告申し込み先】11月10日（日）までに、以下の情報を担当理事の柳原孝敦yanataka＃ l.u-

tokyo.ac.jpにお知らせください（＃を@に変更する）。
 （1）氏名、（2）所属、（3）論題、（4） 200字程度の発表要旨、（5）討論者（コメンテー

ター）を希望する場合は、その氏名とメールアドレス（会員に限ります。交渉は担当
理事が行いますので、発表希望者がその方の承諾を得ておく必要はありません）。

【オンライン参加申込先】研究会のプログラムが確定した後、あらためて広報しますが、お
おむね11月30日（土）までに、担当理事までお知らせください。Zoom招待URLを
連絡します。

東日本研究部会
担当理事　柳原孝敦

〈中部日本研究部会〉
日本ラテンアメリカ学会中部日本研究部会では、以下の要領で、2024年度第1回の研究会
を開催いたします。研究報告を募りますので、ご応募をお待ちしております。また、研究会
の後には1時間ほどの懇親会を予定しております。
【日　　時】2024年11月30日（土）13:30～17:00

【開催形態】Zoomによるオンライン開催
【募集内容】研究成果報告のほか、研究途中報告、現地報告、研究動向報告など、個別やパ

ネルでの発表が可能です（ただし、未発表であること。定期大会や他地域の研究部会
での既発表不可）。

 　1つの報告につき、発表時間は30分、討論者（コメンテーター）が付く場合は10

分、質疑応答の時間は10分の予定です。パネルについては別途考慮しますので、ご
相談ください。

【資　　格】日本ラテンアメリカ学会会員であること。または報告日までに入会申請書を提
出していること。中部日本部会が主催しますが、報告者、参加者の居住地は問いませ
ん。

【報告申込先】10月30日（水）までに、以下の情報を担当理事の浅香asakass＃nanzan-u.ac.jp

にお知らせください。（＃を@に変更する）。
 （1）氏名、（2）所属、（3）論題、（4） 200字程度の発表要旨、（5）討論者（コメンテー

ター）を希望する場合は、その氏名とメールアドレス（会員に限ります。交渉は担当
理事が行いますので、発表希望者がその方の承諾を得ておく必要はありません）。

【オンライン参加申込先】研究会のプログラムが確定した後、あらためて広報しますが、概
ね11月25日（月）までに、運営委員　丹羽niwa2wani＃yahoo.co.jpにお知らせくださ
い。（＃を@に変更する）Zoom招待URLを連絡いたします。

中部日本研究部会
担当理事　浅香幸枝／杉山知子

運営委員　丹羽悦子
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〈西日本研究部会〉
日本ラテンアメリカ学会西日本研究部会では、以下の要領で、2024年度第1回の研究部会
を開催いたします。つきましては、研究報告を募りますので、どうぞふるってご応募くださ
い。
【日　　時】2024年12月15日（日）13:30～17:00

（発表者が多い場合は13時から開催といたします）
【開催形態】対面とZoomによるハイブリッド形式
【対面会場】関西学院大学大阪梅田キャンパス1404教室

アクセス　https://www.kwansei.ac.jp/kg_hub/access

Tel.　06–6485–5611

【募集内容】研究成果報告のほか、研究途中報告、現地報告、研究動向報告など、個別やパ
ネルでの発表が可能です（ただし、未発表であること。定期大会や他地域の研究部会
での既発表不可）。

 　1つの報告につき、発表時間は30分、討論者（コメンテーター）1名によるコメン
トが10分、質疑応答の時間は10分の予定です。

【資　　格】日本ラテンアメリカ学会会員であること。または報告日までに入会申請書を提
出していること。西日本研究部会の主催ですが、発表者、参加者の居住地は問いませ
ん。また、ハイブリッド開催ですが、発表者が関西まで来られない場合はZoomでの
発表も受け付けます。

【報告申込先】11月15日（金）までに、以下の情報を担当理事の禪野bot82103＃kwansei.

ac.jp （＃を@に変更する）にお知らせください。
 （1）氏名、（2）所属、（3）論題、（4） 200字程度の発表要旨、（5）希望する討論者（コ

メンテーター）の氏名とメールアドレス（会員に限ります。第1希望と第2希望をお
知らせください。交渉は担当理事が行いますので、発表希望者がその方の承諾を得て
おく必要はありません）。

【参加申込先】研究部会のプログラムが確定した後、あらためて広報しますが、12月7日
（土）までに、オンラインと対面どちらで参加希望であるか、運営委員の福間にお知
らせください。オンライン参加希望の方には追ってZoom招待URLをお伝えします。

西日本研究部会
担当理事　禪野美帆
運営委員　福間真央

4. 『ラテンアメリカ研究年報』第45号の原稿募集について

『ラテンアメリカ研究年報』の原稿は、年4回（9月末、12月末、3月末、6月末）募集し
ております。締切ごとに順次、査読を行い、掲載が決まった論文から J-STAGEにて公開し
ております。
第45号の次回の原稿締切は12月末です。若手から中堅、ベテランまで、多くの会員から
の活発な投稿をお待ちしております。
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5. 新刊書紹介

宇佐見耕一編著
『ラテンアメリカと国際人権レジーム　 

先住民・移民・女性・高齢者の人権はいかに守られるのか』
晃洋書房、2024年、187頁（紹介者：横田香穂梨　津田塾大学国際関係研究所）

本書は、2022年までの科研費（19H0473）「ポスト新自由主義時代におけるラテンアメリカ
の人権レジーム：地域統合と各国での実践」の研究成果として刊行された。1948年採択の
「世界人権宣言」に始まる国際的な人権保障の取り組み（国際条約、宣言、規約）を「国際
人権レジーム」と定義し、その実態をラテンアメリカ地域から照射する意欲的な著作である。
ラテンアメリカの人権については、自由権と社会権からなる人権の制度化が早期から進ん
だ一方で、実効性と適用範囲に限界があるという従来からの通説がある。本書は、7人の執
筆陣がマクロとミクロの豊富なデータに基づき、最も保護を必要としているものの、しばし
ば人権保障の適用外とされてきた社会的脆弱層に関する各国国内法の整備と実態が国際人権
レジームとどのように相互作用してきたのかという問いに正面から挑んでいる。各章が明ら
かにするのは、いずれも通説からは抜け落ちてきた、地域の人権アクター（主に米州機構）
や市民社会、各国政府が、国際人権レジームの構築やその実効化のために、地域の実情を踏
まえて主体的に関与してきた姿であり、社会的脆弱者自身が国際人権レジームの影響を受け
変わる国内法の世界をたくましく生き抜いてきた姿である。
具体的には、「国際人権レジーム」概念とラテンアメリカの人権状況の説明からなる序章、
アルゼンチンの高齢者保護（第1章）、メキシコの家事労働者の人権保障（第2章）、メキシ
コの移民／難民の法整備と実態（第3章）、ペルーの先住民権利擁護に関するマクロ分析（第
4章）、ペルーの先住民の違法金採掘問題にかかわる事前協議制度の有効性に関するミクロ
分析（第5章）、コスタリカの先住民居住区設定が教育と土地問題に与えた影響に関するミ
クロ分析（第6章）、ベネズエラのマドゥロ政権による人権侵害に対する国際社会の関与（第
7章）、終章という構成からなる。7つの事例研究を通して国際人権レジームとラテンアメリ
カ地域との相互作用が多面的に描かれている。
紹介者は、主にブラジルの子どもの人権保障と暴力の実態を地域史の視点から研究してい
る（JSPS科研費20K12355）。本書に関して、先住民に関する論考が3本ある一方、同じく社
会的脆弱層であるアフリカ系の人々に関する論考がなかったことが残念であった。また、ラ
テンアメリカ各地で行われてきた子どもの人権に関わる多様な教育的実践が、人権保護の最
初の一歩として不可欠な「当事者である社会的脆弱者層の人々自身が『自分たちの権利につ
いて知らない』という事態の解消」に一定の役割を果たしてきたことを踏まえ、国際人権レ
ジームの実現をより実効性のあるものとする上で司法的な実践と教育的実践を両輪として捉
えるアプローチも可能であり、そこに民衆教育の伝統が豊富なラテンアメリカの強みもある
のではないかと考えた。
冷戦終焉後の国際社会は、国際人権レジームが包摂する「地域」と「イシュー」が拡張し
続けることを楽観視してきたきらいがあるが、今日の世界は、それが前提としていた共通の
価値の共有すら危うくなっているように思われる。本書が描いた、法と現実が乖離し、歴史
構造的な格差を解消し人権を普遍的に保障することに無数の課題を抱えているラテンアメリ
カの実情は、世界への教訓に満ちており、そこにラテンアメリカから人権を考える意義があ
るとも言えるのではないか。
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寺尾隆吉編著
『ラテンアメリカ文学の出版文化史　 

作家・出版者・文芸雑誌と国際的文学ネットワークの形成』
勉誠社、2024年、320頁（紹介者：花方寿行　静岡大学）

本書のテーマはタイトル・副題に謳われている通りなのだが、より厳密には（帯には書か
れているが）20世紀初頭から中頃、ボルヘス、ルルフォらからいわゆる「ブーム」が巻き
起こる1960年代までが主な研究対象となっている。地域的にはアルゼンチンとメキシコを
中心に、ウルグアイとベネズエラも分けて扱われている。全体は第Ⅰ部「概論」と各論を収
めた第Ⅱ部に大別され、執筆者は概論およびアルゼンチンを中心にした各論の2章を担当す
る編著者の寺尾氏に加え、大西亮、浜田和範、仁平ふくみ、藤井健太朗、グレゴリー・サン
ブラーノ（翻訳は栗原佑紀子）の各氏である。
近年は文学研究でも、出版者や流通などメディアに注目する研究が増えてきている。本書
の参考文献リストを見ると分かるように、スペイン語圏でもこうした研究が盛んになってい
るが、まとまった日本語文献は19世紀メキシコを扱った長谷川ニナ／八木啓代『ホセ・グ
アダルーペ・ポサダの時代』くらいしかないのが現状だ。本書の重要性は、20世紀ラテン
アメリカの出版状況に重点を置いて、その全容を一瞥できるようにしたことにある。扱われ
る作家・作品が日本でも多くの翻訳が出ている有名どころばかりなので、本書が扱う出版者
や彼らの関係性について、この時期のイスパノアメリカ文学を研究する者が全く知らないよ
うなことはあまりない。だが今までは作家・作品の紹介・解説や伝記において付随的に言及
されてきた内容が、雑誌『スール』やスダメリカーナ、FCE、ホアキン・モルティス、モン
テ・アビラといった出版社とその編集者たちに焦点化して整理され、細かいデータやエピ
ソードが加えられることで、より関連がわかりやすくなっている。これから研究を始める学
生には、入門に適した1冊だろう。またメキシコやウルグアイにおける特定作品のカノン化
の問題は、文学とナショナリズムの関係に関心のある研究者にも刺激を与えるだろう。
もっとも執筆者がメディア研究よりは作家・作品研究を中心として活動してきた面々なの
で、メディアとの関係から論を始めても最終的に作家論・作品論に戻ってしまうきらいがあ
るのは、やむを得まい。ただ「ブーム」の形成と出版社の働きに重点を置くのであれば、ス
ペインの出版社とはいえセイス・バラルについては1章割いてほしかった。また著作権整備
の進んだヨーロッパに対して、無頓着であったアルゼンチンだからこそボルヘスらが前衛的
な活動ができたという対比も、アメリカ合衆国もこの時期著作権条約を批准していなかった
ことや、日本でも明治から敗戦後しばらくまで、外国文学の翻訳における勝手な改作や翻案
がざらにあったことを考えると、単純化されすぎている。このあたりはもう少し他の地域と
比較するなどして、論を深める余地があると言える。
最後に苦言を一つ。本書では執筆者が翻訳し刊行された作品が言及される時には、その訳
題が示される形で統一されている。これ自体は、たとえその訳題が直訳やより広く普及した
訳書のものと異なっていても、原題が推測できる範囲であれば問題ない。だがカブレラ＝イ
ンファンテのTres Tristes Tigresを一貫して『TTT』と記述するのは、原書で読んでいる者や
この訳書に親しんでいない者には不親切である。せめて括弧書きで原題かその直訳に近い訳
題を示しておくべきだろう。
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村上勇介編
『現代ペルーの政治危機　揺れる民主主義と構造問題』
国際書院、2024年、229頁（紹介者：宮地隆廣　東京大学）

2020年代のペルー政治が憂慮すべき状況下にあることは、多くの報道や研究によって伝え
られてきた。2021年、ペルー政治史上初とされる急進左派の大統領となったペドロ・カス
ティジョは安定した政権運営に失敗した。行き詰まりを打開すべく、カスティジョは翌年に
自主クーデターを試るも失敗に終わり、反乱罪で逮捕された。これに伴い、副大統領のボル
アルテが大統領となったが、選挙前倒しなど高地部を中心に発生した要求は受け入れられず、
ボルアルテは政権の座に居続けている。合意形成が困難な政党政治、そして政府に不満を抱
える社会という、民主制での政治を難しくする状況がここに顕在化したが、本書はその中に
ペルー政治の根深い問題を見出す。執筆者は全て日本ラテンアメリカ学会の会員である。
本書はペルー政治の背景に「構造問題」があると唱える。構造を変更困難な人間関係と定
義するなら、その問題は過去から現在まで存在し続け、長期にわたってペルーの政治にまつ
わる様々な側面に影響を与えてきたことになる。その内容とは（1）著しい階層間格差と首
都リマを含む海岸域に発展の重心がある社会構造、（2）天然資源を中心とする第一次産品の
輸出に依存し、かつインフォーマル部門が圧倒的な経済構造、（3）個人主義的な支配と小党
分裂的な傾向が強く、合意形成が困難な政治構造である。
本書に収められた6つの章は、ペルー政治経済史の流れを広く見渡した上で（第1章）、政

党（第2章）や社会紛争（第3章）、地方制度改革（第4章）、カスティジョ以後の政治（第6章）、
さらには大きな政治的変動が見られた1930年代の政治改革にまで遡って（第5章）、こうした
構造問題が繰り返し出現していることを示している。21世紀のペルー政治にまつわる重要な
論点と、その歴史的な背景とが広くカバーされており、結果的にペルー政治を体系的に把握
するための情報を知ることができる点は、本書の大きな魅力のひとつである。また、量的
データに依拠した考察（第3章、第6章）や比較政治の理論を踏まえた質的な考察（第2章、
第4章）、さらには現代政治の問題意識から歴史的資料を見直す考察（第5章）など、多様な
アプローチが用いられている点、政治分析の手さばきを知る上でも非常に有益な書籍である。
本書の主張については、構造（1）の重要性に触れられたことが評者にとって最も大きな

収穫であった。このことは隣国のチリやボリビア、エクアドルと比較すると見えてくる。チ
リは首都人口が全人口に占める比率がペルーより高いものの、格差の主たる要素となってい
る先住民の人口比率は低い。ボリビアとエクアドルではペルー相当の先住民人口比率が推計
される一方、ボリビアにはサンタクルス、エクアドルにはグアヤキルという経済の中心地が
あり、首都への集中が緩和されている。第6章で書かれている通り、ペルーの中央＝地方関
係が人種や経済活動のあり方と重なり、人々の認識にまで影響する強力な構造になっている
という指摘は、まさにペルーならではであることに気付かされた。
一方、（3）については、「ペルーで政治危機があるのは、そもそも合意ができない社会だ
からだ」という同語反復同然の主張になりはしないかと、若干の不安を感じるのは筆者だけ
であろうか。個人主義的な支配や小党分裂の原因は掘り下げられないのか、本書では取り上
げないとされた国家建設の過程が関わってくるのではないかなど、さらに議論を発展させる
可能性を感じさせるところもあった。
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6. ポスター発表を振り返って

第45回定期大会では、本学会で初めての試みとして、非会員の方にもポスター発表に参
加して頂きました。そのうち3件について、概要を以下の通りご報告します。

「インドネシア首都移転から見る海洋アイデンティティの継承」
向井ショーン虎太郎（東京外国語大学大学院博士前期課程1年）

2019年インドネシアは首都移転計画を発表し、西ジャワのジャカルタから東カリマンタ
ンへと島と海を超えたこの計画は独立・建国100周年の2045年の完成を目指している。現在
7代目となるジョコウィ大統領が計画した本首都移転だが、その起源は初代大統領スカルノ
に遡ることができる。スカルノ自身もオランダ植民地支配の影響からの独立を目指して首都
移転を目指した。ジョコウィは一方で、人口・経済がジャワに集中し、ジャカルタの都市問
題が深刻化していることに懸念し、地域間格差の是正を目指して首都移転を行っている。た
だ、目的が違うとはいえ、海洋アイデンティティは継承されている。というのも、スカルノ
政権期、インドネシア周辺海域は公海で同国の主権下にはなかった。そこで、海上主権獲得
を目指してスカルノ政権で首相を務めたジュアンダがヌサンタラ構想を掲げて国連に働きか
け、以降ヌサンタラ構想は各大統領の海洋政策の礎となった。新首都の名前もヌサンタラで
あり、そこに海洋アイデンティティの継承を見出すことができる。これは旧首都がメガシ
ティ（人口1,000万人以上）であるブラジル（地域間格差の是正を目指した内陸部開発とし
ての首都移転）やナイジェリア（宗教・民族対立の回避を目指した国土の中心・内陸部への
首都移転）の事例と比較しても顕著にみられる特徴である。

「ペルーにおけるFuerza Popularの組織化の検証」
大城実（東京大学大学院修士1年）

本発表では、ペルーにおけるケイコ・フジモリが率いる政党、Fuerza Popularの組織化の
検証を行い、その結果を報告した。
これまでの多くの研究によって、ペルー政治は、「政党なき政治」と呼称され、政党が組
織化されていないため、政党が弱いという問題点が指摘されてきた。しかし、一部の研究者
は、Fuerza Popularがフジモリズムという明確なイデオロギーを持っていること、これまで
の選挙での政治的な成功から、Fuerza Popularは例外的な存在であり、ペルーで唯一の組織
化された政党であると指摘している。
本研究では、Fuerza PopularとAcción Popularの党員に注目し、両政党の組織化度合いを算

出し、比較した。結果として、Fuerza PopularはAcción Popularに比べ、党の組織化度合いで
大幅に遅れていることが判明した。このことから、Fuerza Popularはペルー政治において、
党の組織化度合いという点では例外的な存在でなければ、より組織化された政党が他に存在
することを指摘し、一部の研究者の指摘が当てはまらないことを示した。

.
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「ボルソナーロを支持する在日ブラジル人 
―宗教、メディア、トランスナショナル選挙運動―」

Motta de Moura Matheus （東京外国語大学大学院 総合国際学研究科博士前期課程1年）

本報告はなぜ大多数の在日ブラジル人がボルソナーロに投票したのかという問いに対する
一つの見解を示すものである。2018年と2022年のブラジル大統領選挙の際、政治の二極化
があった。2022年の選挙結果では、ルーラがブラジル大統領に選出されたが、在日ブラジ
ル人有権者の80%はボルソナーロを支持した。また、2018年の選挙でも、日本でのボルソ
ナーロの支持率は9割に達した。この特異な投票行動は、日本以外の多くのブラジル人の注
目を集めた。2018年と2022年のブラジル大統領選挙においてボルソナーロに投票した在日
有権者へのインタビュー調査に基づき、宗教、メディア、トランスナショナルな選挙運動が
有権者の行動に及ぼした影響を分析した。その結果、プロテスタント宗教の思想と教会出
席、虚偽のニュース・偏ったメディア消費、ボルソナーロとの直接出会いが、ボルソナーロ
支持という有権者の投票行動を促したことが分かった。影響の度合いは個々のケースで異な
るが、この傾向はブラジル国内のボルソナーロ支持者のケースと類似している。

7. 事務局から
入会・退会・資格変更（第180回理事会承認）

〈入会〉3名
〈退会〉1名

編集後記
今号から会報の編集担当が川上（慶應義塾大学）と安保（立命館大学）に交代します。実
は今回編集を担当した安保は、2018年以来2回目の会報担当です。こんなことになると予想
できなかった僕の脳は、業務記憶をさっくり削除してしまったようです。でもそもそも、完
全電子化されるなど、この間大きな改革が起こっていて、いろいろアップデートが必要でし
た。ともかくも、こうして第145号を刊行することができたことに安堵し、原稿執筆にご協
力くださった会員の皆さまに感謝しております。
「この間」を境に、オンラインツールで簡単に繋がれるようになった一方で、現実のラテ
ンアメリカは遠くなったように感じます。なんといっても円安、海外の物価高、航空運賃高
騰の影響は甚大です。僕自身、この夏、清水の舞台から飛び降りる覚悟でニューヨークとプ
エルトリコに出張に行きましたが、翌月のクレジット明細を見たとき、あべのハルカスから
飛び降りる覚悟が必要やったと青ざめました。
それほどの大出費をしたにもかかわらず、今回の出張では愚かすぎる失敗をしました。出発

地点の伊丹空港で、搭乗前に室内用の古いメガネをかけたまま、外出用のメガネを待合椅子に
忘れたのです。結果、可視範囲2メートル未満の旅となりました。でもわかったこともありま
す。世界はぼやけていた方が美しく見える。自由の女神もプエルトリコのビーチも、一点のシ
ミも汚れも見当たらず、この世のものとは思えないほどキレイでした。

（安保寛尚）
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